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本計画における用語については、以下のとおりとします。 

・「空家等」や「特定空家等」は、空家等対策の推進に関する特別措

置法第 2 条に規定されるもの。 

・「空き家」や「空き家等」等は、法の例以外の関係法令や各種出典

資料の例によるもの。 

なお、総務省による住宅・土地統計調査における「空き家」は、

「空家等」の定義と異なり、長屋住宅等の空室も含まれるため、

文言の表現を区別しています。 
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１ 計画策定の背景と目的                     

 

近年、地域における人口減少や既存の建築物の老朽化、社会的ニーズの変化等に伴い、全

国的に空家等が増加傾向にあり、今後も少子高齢化や核家族化等の進行を受け、増えること

が見込まれています。 

行田市においても、様々な理由から適切な管理等が行われず、そのまま放置される空家等

が、防災・防犯、衛生、景観面などにおいて多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活

環境に深刻な影響を及ぼしていることが課題となっています。 

そこで、本市では、平成 26 年 6月 27 日に「行田市老朽空き家等の適正管理に関する条例」

を施行し、空家等に関する問題に対し、助言、指導、勧告等の必要な措置を行うことができ

るようになりました。 

また、行田市自治会連合会と「空き家情報の連絡に関する協定」を、行田市シルバー人材

センターと「空き家の適正管理に関する協定」をそれぞれ締結するとともに「行田市老朽空

き家等解体補助制度」を創設する等、本市独自の施策を展開してきました。 

しかしながら、空家等は、財産権や所有権等により保護されている私有財産であることや

所有者等の特定が困難な場合がある等、対策を進めるためには多くの課題がありました。 

こうした状況に対応するため、国により平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別

措置法（平成26年法律第127号。以下「法」という。）」が全面施行される等、空家等対策

計画の基本的な考え方が示されました。 

法では、第一義的には所有者等に空家等の適切な管理責任があるとしながら、空家等対策

計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施について、住民に最も身近な行政主

体であり、個別の空家等の状況を把握する立場にある市町村の責務とされました。 

これらの経緯を踏まえ、本市においても、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施

するため、平成29年3月に「行田市空家等対策計画」を策定し、空家等の解消や適正管理な

どに関する各種施策等を平成29年度から令和3年度にかけて展開してきました。 

今後も、人口減少や既存の建築物の老朽化が進行していくとともに、 高齢者人口の増加

等により、空家等が増加していくものと予想されます。こうしたことから、「第2次行田市

空家等対策計画（以下「本計画」という。）」においては、既存の空家等に加え、新たな空

家等の発生を抑制する取組みを重要視しながら、発生予防から解消までの総合的な空家等対

策を継続して取り組むため、本計画を策定するものです。 
 

第１章 計画の趣旨 
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２ 計画の位置づけ                      

本計画は、法第6条第1項に規定する空家等対策計画として、本市における空家等に関す

る基本的な対策を総合的かつ計画的に実施するために策定するものです。 

また、本計画は、国の定める「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため

の基本的な指針」等のほか、上位計画である「第6次行田市総合振興計画」や「第2期行田

市まち・ひと・しごと創生総合戦略」等に即し、空き家対策の方針・施策を示すものです。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法

空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針

「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針

（ガイドライン）

第２次行田市空家等対策計画

行田市老朽空き家等の適正管

理に関する条例 等
第６次行田市総合振興計画

第２期行田市まち・ひと・しごと

創生総合戦略 等

根拠

整合 整合

※国土交通省 策定
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３ 計画期間                        

 

計画の期間は、令和4年度から令和8年度までの5年間とします。ただし、社会情勢及び空
家等の状況の変化を踏まえて、必要に応じた見直しを行うことがあります。 

なお、総務省が5年ごとに実施する「住宅・土地統計調査」の公表時期（令和7年予定）に
配慮するものとします。 
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１ 空家等の現状                      

 

 ここでは、総務省が 5 年ごとに実施している住宅・土地統計調査の結果をもとに、全国

及び埼玉県等の現状を紹介したうえで、本市の空き家の現状について示します。 

 

 住宅・土地統計調査とは、住宅と土地の保有状況及び世帯の居住状況等の実態を調査し、

その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることを目的に実施されるものです。 

 調査方法は抽出調査であり、結果の数値は推計値です。 

  

住宅・土地統計調査における空き家の定義は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

住宅
居住世帯の

ある住宅

居住世帯の

ない住宅

二次的住宅

賃貸用住宅

売却用住宅

その他の住宅

住宅以外で人が居住

する建物
（会社寮、寄宿舎など）

空き家

一時的に使用する住宅

建築中の住宅

第２章 空家等の現状と課題 
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 [空き家の種類] 

二次的住宅 ：別荘等の住宅（寝泊まりするなどたまに使用する住宅） 

賃貸用住宅 ：新築・中古を問わず，貸すことを目的に所有している住宅 

売却用住宅 ：新築・中古を問わず，売却のために空き家になっている住宅 

その他の住宅：例えば、転勤・入院などのため長期間居住世帯が不在の場合や、使用目

的がなく、空き家として所有している住宅など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅・土地統計調査
にいう「空き家」

二次的住宅 賃貸用住宅

売却用住宅 その他の住宅
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（１）全国の空き家の現状 

都市への人口集中や世帯構成の変化に加え、高齢化や人口減少が進む中、国内の空き家

数及び空き家率は、増加を続けています。 

平成30年に実施した住宅・土地統計調査（令和元年9月30日公表）によると、全国の総住

宅数は約6,240万戸となっており、平成25年と比べ約177万戸（2.9％）増加しています。こ

のうち、空き家の数は約849万戸で、約29万戸（3.6％）増加しており、全国の総住宅数に

占める割合（空き家率）は0.1％上昇し、13.6％と過去最高となっています。 

 

出典：住宅・土地統計調査（総務省統計局）より 

 

出典：住宅・土地統計調査（総務省統計局）より 
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住宅・土地統計調査では、空き家は「居住世帯のない住宅」に分類され、さらに「二次

的住宅」、「賃貸用住宅」、「売却用住宅」、「その他の住宅」の 4 つに分類されます。 

空き家全体に占める使用目的のない「その他の住宅」の割合は、平成 10年の調査以降増

加しており、平成 30年調査では約 349 万戸、「その他の住宅」の空き家率は約 5.6％となっ

ています。 

また、平成25年調査から平成30年調査の間に増加した空き家総数は約29万戸でしたが、

種類別で空き家数をみると、賃貸用又は売却用の住宅や二次的住宅が緩やかな増減を示し

たのに比べて、「その他の住宅」の空き家は約 31万戸増と顕著な数値を示しています。 

 

平成３０年住宅・土地統計調査結果からみる、全国における住宅事情の変化について  

 

出典：住宅事情の変化と現状（国土交通省）より 

 

平成３０年住宅・土地統計調査結果からみる、全国における空き家数等の推移について 

 

出典：空き家の現状－推移と種類別内訳（国土交通省）より 
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（２）埼玉県の空き家の現状 

 埼玉県では、総住宅数が約 338 万戸で、平成 25年から約 11万戸(3.6％)増加しています。

このうち居住世帯のない住宅の内訳をみると、空き家の数は約 34 万戸、空き家率は 10.2％

となっており、平成 25年の空き家率 10.9％と比べると 0.7 ポイント低下しています。 

これは、全国の空き家率 13.6％と比べても 3.4 ポイント下回っており、全国一低い数値

となっています。 

 しかしながら、空き家のなかでも、「その他の住宅」数は着実に増加を続けており、総じ

て空き家数は全国 8位となっています。 

 

 

出典：住宅・土地統計調査結果 埼玉県分の概要（埼玉県）より 
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出典：住宅・土地統計調査結果 埼玉県分の概要（埼玉県）より 
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（３）行田市の空き家の現状 

 行田市では、総住宅数が約 3 万 6 千戸で、平成 25 年から 1190 戸増えています。空き家

数においても 4930 戸と、平成 25 年と比べて 560 戸増加しており、県下では 25 番目となっ

ています。 

 また、空き家率は 13.5％で、平成 25 年の空き家率 12.4％と比べると 1.1 ポイント上昇

しており、全国平均より僅かに少ないものの県内平均を上回り、県下では 7 番目となって

います。 

そして、本市の空き家数のなかでも、「その他の住宅」については、全体の 48％を占めて

います。 

  

 項 目 Ｈ１５年 Ｈ２０年 Ｈ２５年 Ｈ３０年 

全  国 

 空き家率 12.2％ 13.1％ 13.5％ 13.6％ 

住宅数 53,890,900 57,586,000 60,628,600 62,407,400 

空き家数 6,593,300 7,567,900 8,195,600 8,488,600 

埼玉県 

 空き家率 9.7％ 10.7％ 10.9％ 10.2％ 

住宅数 2,826,600 3,029,000 3,266,300 3,384,700 

空き家数 273,100 322,600 355,000 346,200 

行田市 

 空き家率 9.6％ 12.7％ 12.4％ 13.5％ 

住宅数 30,700 34,560 35,220 36,410 

空き家数 2,960 4,380 4,370 4,930 

※住宅・土地統計調査(総務省統計局)より 
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出典：住宅・土地統計調査結果 埼玉県分の概要（埼玉県）より 
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平成３０年住宅・土地統計調査結果からみる、行田市における空き家の構成について 

 

※住宅・土地統計調査(総務省統計局)より 

 

 

 

（４）行田市の人口及び高齢化率の推移 

 行田市国勢調査に基づく本市の令和 2年時点の人口は約 7万 9千人で、内 65歳以上は約

2 万 5 千人となっており、平成 12 年からの 20 年間で、人口の伸び率(0.91 倍)の低下がみ

られるものの、65歳以上(1.85 倍)では増加を示しており、人口減少や高齢化が進行してい

ることがうかがえます。 

更に、令和 12年には、人口が約 1万 1千人減少するなど、今後もこの傾向が続くことが

予想され、空家等の増加要因となることが推測されます。 

 

 Ｈ１２年 Ｈ２２年 Ｒ２年 Ｒ１２年 

行田市の人口 86,308 85,786 78,617 67,543 

     65 歳以上 13,602 19,208 25,098 24,419 

※Ｒ2年まで(実績)：国勢調査 

※Ｒ12 年以降：埼玉県市町村別将来人口推計ツール 

二次的住宅, 

50, 1%

賃貸用の住宅, 

2360, 48%

売却用の住宅, 

170, 3%

その他の住宅, 

2350, 48%

行田市における空き家の構成

平成３０年住宅・土地統計調査

行田市空き家数 ４，９３０戸
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行田市における人口の推移                     人 

 

※埼玉県市町村別将来人口推計ツールより 
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２ 空家等の課題                      

 

空家等を取り巻く課題は、空家等の放置により発生するものや所有者等に関するものな

ど、多くのものがあります。 

そこで、空家等に関する対策の基本的な方向性を定めるために、空家等実態調査の結果

や本市に寄せられる市民等からの相談や苦情等、全国的な傾向を踏まえ整理すると、以下

の課題が考えられます。 

 

 

（１）所有者による不適切な管理 

・不動産に関する的確な助言が得られない（活用方法や相談先がわからない） 

・貸したい、売りたい意向がない（物置等として使用、解体費用等をかけたくない） 

・問題意識や危機意識が低下している（相続による所有、遠隔地居住、住まないので管理

しても無駄） 

・相続発生時における権利関係が複雑化している（複数の相続人がおり、円滑な意思決定

や権利移転ができない） 

・新たな相続が重なることで利害関係人が増え、更に複雑化してしまう（相続問題による

長期化、老朽化） 

 

（２）近隣や地域全体への悪影響 

・地震、台風等の自然災害による倒壊や建築部材の外部飛散事故が起きる可能性がある 

・ゴミの不法投棄や庭木類の繁茂、害獣や害虫の発生が近隣へ被害を及ぼすことがある 

・不審火や不審者の侵入等を誘発し、防災、防犯上の問題が地域へ波及するおそれがある 

 

（３）空家等を取りまく住宅政策の課題 

・中古不動産の流動性が低下する一方で比較的低廉な地価を背景とした新築住宅の需要の

方が高い傾向にある 

・少子高齢化等による定住人口の減少要因により、「その他の住宅」数が増えることで、管

理不全となる恐れのある空家等の増加が予想される 

・まちとしての魅力が薄れ、地域活力が低下することも、空家等の発生要因と考えられ、「負

の連鎖」が懸念される 
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出典：令和元年空き家所有者実態調査 報告書（国土交通省）より 

 

 

出典：令和元年空き家所有者実態調査 報告書（国土交通省）より 
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１ 基本方針 

 

空家等に関わる相談等は、防災面、防犯面、環境面、衛生面など多岐にわたります。 

これらに対応する上で、法第 3条では、「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境

に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と規定されている

ことから、空家等を適切に管理する責任は、第一義的に所有者等にあるとされています。 

本市における空家等の現状と課題を踏まえ、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に

実施するため、空家等を早期に発見・抑制し、所有者等の管理意識の啓発を促す「予防対

策」と、利用可能な空家等の資源としての活用を促す「有効活用」に加え、管理不全のま

ま放置された危険な空家等に対応する「管理不全な空家等の解消」を基本方針として定め

ます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

第３章 空家等対策の基本的な方針 
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２ 対象とする区域                      

本計画における空家等に関する施策を実施する対象区域は、「行田市全域」とします。 

ただし、空家等に起因して将来、周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼす可能性があり、重

点的な対策を推進することが必要と判断した場合は、適宜、重点対象区域として設定する

ものとします。 

 

（市内全域とする理由） 

①市内の全地域に適切に管理されていない空家等が点在しているため 

②市内の全地域から空家等に関する相談、苦情が寄せられているため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 18 ~ 
 

 

 

３ 対象とする空家等の種類                     

 

本計画の対象とする空家等の種類は、法第2条に規定する空家等及び特定空家等とし、

概ね年間を通じて建築物等の使用実績がなく、当該建築物等を現に意図をもって使用

していないものとします。 

ただし、国または地方公共団体が所有し、又は管理するもの等は除きます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※対象としないものの例 

  ・国や地方公共団体が所有し、管理している建築物 

  ・空き物件（業を行う者が所有し、管理している建築物） 

  ・建築物や工作物が存していない土地（あき地や資材置き場等の敷地） 

 

 

 

 

空家等(法第２条第１項) 

 居住その他の使用がなされていないことが常態(概ね１年) 

特定空家等(法第２条第２項) 

・放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

・放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

・周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 
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４ 計画の目標 

 

適切な管理が行われていない空家等は、環境や景観等の様々な問題を引き起こす要因と

なっており、このまま人口が減少し、空家等が増加すれば、空家等に起因する個別の問題

に留まらず、まちとしての魅力が薄れ、市全体の活力の低下に繋がることが懸念されます。 

そのため、本計画における目標値（R8）を定め、基本方針に基づく総合的な対策を進め

るものとします。 

※第６次行田市総合振興計画より、中間値（R7）50.00%と目標値（R12）55.00%を案分し、

本計画における目標値（R8）とするもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題のある空き家の改善割合 

（改善件数／老朽空き家等の適正管理に関

する条例に該当する老朽空き家件数×100） 

５１．００％ 
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１ データベースの整備 

 

（１）空家等データベースの整備 

これまで実施してきた空家等実態調査結果や市民からの相談及び「空き家情報の

連絡に関する協定」により新たに判明した空家等に対する措置の内容と履歴につい

ては、所在地を地図に示すとともに物件の現況や所有者等の情報を管理台帳に登載

し、継続的な経過把握に努めています。 

これらの記録は、空家等データベースに反映させる等、一元的な管理環境を構築

することで、適切な進行管理を行うものとします。 

 

（２）情報共有 

空家等データベースの整備にあたっては、空家等対策に関連する関係各課と連携

し、進捗状況を随時把握できるよう、情報を共有するものとします。 

 

 

２ 連携体制の整備 

 

（１）相談窓口の整備 

  ①庁内窓口と連絡先 

空家等から発生する問題は多種多様な内容を含んでおり、所有者や市民等から寄

せられる相談も助言や苦情等、広範な内容が予想され、個々の事案毎に迅速かつ適

切な対応が求められています。 

そのため、相談窓口を一本化するとともに関係各課との情報共有と連携を図り、

効率的な行政運営と市民サービスの向上を図っています。 

本市においては、総合窓口を都市整備部建築開発課(048-550-1551)に設け、相談

内容により担当課と調整を行います。 

 

②専門相談窓口 

行政窓口での対応が困難または不適切な専門的な分野である場合を想定して、関

係専門団体が設置する相談窓口との連携を図るものとします。 

また、今後、追加の対策を講じる上で他団体との連携が必要と判断される場合は、

適宜、協議を行うものとします。 

 

第４章 空家等対策に関する体制等 
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（２）埼玉県空き家等対策連絡会議 

埼玉県空き家等対策連絡会議は、空き家等対策の主体となる市町村を支援し、全

県を挙げて空き家対策に取り組んでいくことを目的として設置されたもので、県内

市町村及び事業者団体が構成員となり、国がオブザーバーとして参加しています。 

 

（３）行田市空家等対策協議会 

行田市空家等対策協議会は、空家等対策計画の策定や特定空家等に対する措置に

関する協議を行うため、法第 7 条第 1 項に基づき、平成 27 年 9 月に条例設置され、

市長を会長とした 13 名の委員により構成されています。 

 

委員の分野別構成(令和４年３月現在) 

行田市、行田市自治会連合会、埼玉司法書士会、埼玉県行政書士会、      

埼玉県宅地建物取引業協会、埼玉公共嘱託登記土地家屋調査士協会、 

埼玉建築士会、行田市民生委員・児童委員連合会、ものつくり大学、ＮＰＯ法人 
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（４）行田市空家等対策庁内連携会議 

防災や衛生、景観等の多岐にわたる政策課題が含まれる空家等対策を実施するた

めには、横断的な取り組みが必須条件となります。 

そのため、関係各課と空家等の対策に関する情報を共有し、緊急措置や特定空家

等の判定を含めた実務的な組織として、行田市空家等対策庁内連携会議が設置され

ております。 

構成(令和４年３月現在) 

建築開発課、企画政策課、税務課、危機管理課、地域活動推進課、 

商工観光課、環境課、管理課、道路治水課、消防本部予防課 
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１ 予防対策 

 

 人口減少や高齢化等の要因により、今後、本市の空家等の増加が予想されることから、

できる限り新たな空家等の発生を抑制するための対策が必要です。 

 本市においては、空家等実態調査を通じて、所有者の問題意識を高め、適切な維持管理

を促すとともに、所有者等以外にも広く市民に対して、空家等に関する意識啓発に取り組

みます。 

 

（１）空家等の実態調査の実施 

本市では、市内全域を対象として空家等実態調査を定期に実施しており、平成 25 年に地

域防犯推進委員の協力のもと第 1 次調査を、平成 26 年に本市職員が現地調査を経て精査す

る第 2次調査を行い、問題ある空家等が全市域に分布していることを確認しました。 

また、平成 30 年から令和元年にかけて、地図情報会社から取得した空き家情報を基に、

本市職員が水道使用量、所有者及び現地調査を行う第 3 次調査を実施し、その結果に応じ

て、所有者に向けた指導や空き家等バンク制度の周知を図ってきました。 

今後とも、刻々と変化する空家等の実態を継続的に把握するため、関係各課と連携した

現地パトロール（家屋、敷地、道路等）や行田市自治会連合会との「空き家情報の連絡に

関する協定」に基づく情報等を活用するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 空家等対策の具体的な施策 
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【各地区の調査結果】 

 

地区名 

３次調査結果件数 

問題ある空家等 

（建物老朽化有） 

健全な空家等 

（建物老朽化無） 

1 忍 16 33 

2 行田 18 30 

3 佐間 10 31 

4 持田 18 54 

5 星河 13 29 

6 長野 29 39 

7 荒木 19 21 

8 須加 18 4 

9 北河原 5 5 

10 埼玉 8 10 

11 星宮 7 4 

12 太井 5 9 

13 下忍 1 12 

14 太田 17 15 

15 南河原 12 28 

合 計 196 324 

※第３次調査（フォローアップ調査）より 
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（２）適切な状況の把握 

空家等の早期発見や既知の空家等の状況を随時的確に把握するため、平成 27 年 2

月に行田市自治会連合会と締結した「空き家情報の連絡に関する協定」により、空

き家に関する情報の提供を受け、調査及び指導を地域との連携を図りながら協働し

て取り組むものとします。 

また、定期的に関係各課と連携して現地パトロール（家屋、敷地、道路等）を実

施することで、指導経過や効果を把握するとともに空家等の早期発見に努め、管理

不全な状態へ移行する前に適正な管理が行われるように指導するものとします。 

 

（３）所有者等による適正管理の徹底 

  ①所有者等責任の原則 

    空家等の管理は、法第 3 条において「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪

影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と明記されてい

るように、所有者等が自らの責任において空家等を適正に管理することが原則です。 

これは、憲法や民法で規定される財産権や所有権により、所有者の権利が保護さ

れていることに拠るものです。 

そのため、第三者が管理不全な空家等から損害を受けた場合についても、互いの

財産権と所有権に基づいた解決を当事者間で行うことが基本となります。 

また、その他の既存法令においても所有者等責任が規定されていることを踏まえ、

空家等に対する適切な措置を検討するものとします。 

 

【法令に基づく所有者等の管理責任について】 

法 令 概 要 

民 法 

【第 233 条】 

 

【第 717 条】 

敷地の樹木の枝が境界線を越えるときは、その切除を求められる

場合がある。 

建物が倒壊したり、瓦等の落下等により、他人に損害を及ぼした

ときは、建物の占有者はその損害を賠償する責任を負う。 

建築基準法 

【第 8条】 

 

【第 10 条】 
 

所有者は、建築物や敷地を常に適法な状態に維持するよう努めな

ければならない。 

著しく保安上危険又は著しく衛生上有害な既存不適確建築物に

ついては、用途や規模によらず、除却、移転、改築等の必要な措

置を命令される場合がある。 

失火責任法 失火者に重大な過失があった場合、損害賠償の責任を負う。 
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②所有者等の意識啓発 

空家等は、あくまで個人資産であり、所有者等が適正に管理すべきものですが、

所有者等の中には、経済的理由や遠隔地居住、相続等の様々な事情により長期間放

置され、問題の解決が一層困難となる場合があります。 

そのため、所有者等の第一義的な管理責任を前提としながらも、市民の安心、安

全を確保し、良好な住環境を確保するため、適正管理に関する意識を醸成するとと

もに所有者等の責務について再認識を促す等、必要な対策を講じます。 

 

ア）市報やインターネット等による情報提供 

空家等の管理者が不在となることを予防したり、適正管理の重要性や自主的

な管理を促すために、市報やホームページ等により、積極的な情報発信を行う

とともに掲載内容の充実を図るものとします。 

 

イ）生前対策(遺言の活用等)の促進 

高齢者やその家族を対象に、現在の住宅を次の世代へ円滑に継承していくこ

との必要性や意義、またその手段として、「公正証書遺言」や「成年後見制度」、

「生前贈与」等の活用について、関係専門団体と連携して、周知、普及活動を

行うものとします（行田市成年後見制度講演会等）。 

 

ウ）相続登記の促進 

所有者の死後、相続登記が行われないと、相続が複雑化するとともに長期に

わたり所有者が確定されず、空家等の老朽化を招く要因の一つとなっています。 

      そのため、相続発生時における、速やかな名義変更登記等が実行されるよう

に、関連法規の見直しや改正等の動向を注視しながら、関係専門団体と連携し

て、周知、普及活動を行うものとします（相続おしかけ講座等）。 

 

エ）固定資産税納税通知書の活用 

税務課と連携し、空家等の適正管理に関するお知らせ文書を固定資産税納税

通知書に同封し、市政情報の届きにくい市外在住者や所有者等に対しても、適

正管理の必要性を周知するものとします。 
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（４）条例に基づく指導 

不適正な管理状況が長期化し、法第 2 条第 2 項に規定される「特定空家等」に指

定される前段階において、空家等の発生を早期に発見し、継続的に指導するために

は、条例等に基づく根拠が必要となります。 

本市では、「行田市老朽空き家等の適正管理に関する条例」を平成 26年 6月 27 日

に施行し、所有者の管理責任を明確化した上で、不適正な管理状態にあると判断さ

れる場合には、助言、指導、勧告、命令、公表に至る措置を実施できることを規定

しました。 

また、空家等が抱える課題は、庭木や雑草の繁茂、ゴミの投棄、害虫・害獣の発

生等、他分野にかかわる内容が多いため、関係各課が所掌する既存条例や他法令と

連携した対応を図るものとします。 

 

【主な関連条例】 

条例 指導の観点 所掌課 

行田市老朽空き家等の適正管理に

関する条例 

老朽空き家及び付属工作物

の適正管理 
建築開発課 

行田市あき地の環境保全に関する

条例 

庭木や雑草の繁茂等の環境

面 
環境課 

行田市火災予防条例 火災の予防面 消防本部予防課 

行田市防犯のまちづくり推進条例 不審者等の防犯面 地域活動推進課 
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２ 有効活用 

 

 空家等及び解体後の跡地は個人の財産であり、所有者等の意思により、売買または賃貸

等を行うことで市場価値を生み出しています。 

本市においては、空家等の実態調査などにより、利活用可能な空き家も存在することが

明らかになっており、地域の活性化を図るために、その有効活用を促す取組を幅広く周知

していくことが必要です。 

 

（１）関連団体との連携 

解体後の跡地や空家物件の利活用を促すために、関係団体と連携し、所有者等に

対するコンサルティングを通じて、不動産市場における総合的な動きを支援するも

のとします。 

本市においては、行田市自治会連合会との連携による「行田市における自治会へ

の加入促進及び空家対策に関する協定」に基づき、公益社団法人埼玉県宅地建物取

引業協会北埼支部及び公益社団法人全日本不動産協会埼玉県本部大宮支部と所有者

同意のもとに空家等の情報を共有し、地域コミュニティの維持と活性化を促進する

ものとします。 

 

（２）住み替え支援の促進 

高齢期にある世帯においては、広い持ち家が生活利便性を低下させたり、所有者

が社会福祉施設に入所する等して空き家の発生要因となる一方で、低廉な家賃で、

ゆとりある住宅への入居を求めている子育て期の世帯等もあり、ライフステージに

適応した各世帯間の移住、住み替えが、効率的に進むような取り組みが必要と考え

られます。 

そのため、国土交通省の支援を受けて「マイホーム借上げ制度」を実施している

「一般社団法人 移住・住みかえ支援機構（JTI）」との連携を図り、子育て世帯の定

住促進や高齢化の進展が著しい地域の活性化、空き家の有効活用による空き家の発

生抑制について取り組むものとします。 
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出典：一般社団法人 移住・住みかえ支援機構より 

 

（３）空き家等バンク制度の活用 

市内にある売買及び賃貸が可能な空き家（空き地）物件を所有者の同意を得て登

録し、インターネットを通じて、所有者（売り手・貸し手)と利用者（買い手・借り

手)をつなぐ「空き家等バンク制度」を創設し、不動産市場に出にくい物件の掘り起

こしを図っています。 

また、「空き家等バンク」を円滑に稼動させるためには、公益社団法人埼玉県宅地

建物取引業協会や公益社団法人全日本不動産協会との協定に基づく連携が求められ

ます。今後、さらにその設置効果を高めるためには、当該協会の協力のもとに開催

される空き家等無料相談会を通じて登録者を募集する等が考えられ、移住や定住促

進に係る関連施策との連携と併せて取り組むものとします。 

 

以下、「空き家等バンク」制度の活用に関するイメージ図です。 
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（４）空き家等の利活用希望に対する支援 

    市内にはまだ使われていない空き家や十分な管理がなされないまま放置されてい

る空き家が存在し、治安悪化の要因の一つとなっています。 

市内にある空き家を地域活性化につながる活動の場として提供してもよいとする

方及び活用したい方を募集して、条件の合う両者を引き合わせることによって、空

き家の有効活用を図る等、安心かつ安全に暮らすことができる地域社会の実現に向

けた取り組みを検討するものとします。 

    なお、募集した物件については、空き家の提供者と利活用者との間で賃貸借等に

関する交渉や契約等を行い、地域の交流拠点等に資する活動に利活用していくこと

が考えられます。 

 

 

 

 

（５）空き家等の用途転換に対する支援 

空き家等を地域の資源と捉え、コミュニティの活性化や賑わいの創出を図る取り

組みとして、高齢者や子育て支援の活動の場等への用途の転換が考えられます。 

こうした施設は、民間事業者や自治会、NPO 団体等が主体となって設営されること

が一般的ですが、用途転換に際しては、建築基準法や都市計画法等の関連法令の遵

守、所有者の理解と同意、また、改修に係る費用負担等の課題が伴います。 

そのため、地域団体等への情報発信を図るとともに、空き家等の用途転換を支援

する仕組みについて検討するものとします。 

なお、空き家を有効活用しようとする事業は、地域コミュニティの促進を図るこ

とを目的に、地域の交流拠点等として利用するために改修工事等を行う事業であり、

改修後においても一定期間継続して活用することで地域の活性化に資するものが考

えられます。 

    

 

（６）空家等解体後の跡地利用 

空家等解体後の跡地活用について、所有者等に紹介することで空家等の解体促進

を図ります。そこで、活用事例を研究し、関係各課と仕組みづくりや活用方法を検

討するものとします。 

 

空き家

提供者 物件登録
◆市内にある空き家

◆所有者及び権利者全員か

らの同意 ほか

空き家

利活用者 利活用登録
◆地域の交流拠点等に資す

る活動に利活用する ほか

物件の交渉

◆空き家提供者と

空き家利活用者

で、家賃や用途、

期間、改修の可
否などを直接交

渉

マッチング

成立



~ 32 ~ 
 

３ 管理不全な空家等の解消 

 

適切な管理が行われていない空家等は、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすおそれが

あるため、実態調査を踏まえた所有者に対する適正管理、条例等及び関係各課との連携に

よって、予防対策を講じることで空き家を改善し、特定空家等にさせない取組が必要です。 

しかしながら、著しく管理不全な状態が続き、危険な状態にある場合には速やかな対応

とともに、個人の財産であることを踏まえた慎重な判断が求められます。 

その結果、特定空家等に認定された際には、法や関連法令に基づく措置を行うなど、管

理不全な空家等の解消に向けた取組が必要となります。 

 

（１）特定空家等に対する措置実施の方針 

特定空家等に対する措置を講ずるにあたっては、空家等の物的状態が、後述の「（２）

判断基準」に照らして、当該空家等が周辺に与える影響の程度についても考慮する

必要があります。 

また、「特定空家等」は、将来の蓋然性を含む概念であるため、定量的な基準によ

り一律に判定することにはなじまないことから、「特定空家等に対する措置」を講ず

るに際しては、「周辺の建築物や通行人等に対し悪影響をもたらすおそれがあるか否

か」や「悪影響の程度、危険等の切迫性」などを勘案して総合的に判断するものと

し、周辺の生活環境の保全を図る必要があると認められるに至った場合は、「特定空

家等」の所有者に対して、適切な措置を講ずることとします。 

なお、これらの措置については、個人の財産に対する公権力の行使を伴う行為が

含まれるため、「行田市空家等対策庁内連携会議」及び「行田市空家等対策協議会」

における審議を踏まえる等、「特定空家等」の判断やこれに係る措置の手続きについ

て、透明性と適正性の確保を図るものとします。 

 

（２）判断基準 

「特定空家等」とは、「空家等」のうち、 

①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、 

②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態、 

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、 

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態、 

にある空家等であると法第 2 条第 2項で規定されています。 

本市においては、国土交通省が定めた「特定空家等に対する措置に関する適切な

実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」で示された判断基準([別紙１]から

[別紙４])を基本として、「埼玉県空き家対策連絡会議・老朽危険空き家部会」が策

定した「特定空家等判定方法マニュアル」に準じるものとし、「行田市空家等対策協

議会」の意見を踏まえ、該当の有無を判断するものとします。 

なお、判断基準の様式は、巻末の資料編に掲載しております。 
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①[別紙１] そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

項目 調査項目の例 

１．建築物が著しく保安上危険となるおそれ 

 

（１）建築物が倒壊等するおそれ 

 

イ 建築物の著しい傾斜 基礎の不同沈下、柱の傾斜等 

ロ 建築物の構

造耐力上主

要な部分の

損傷等 

(イ)基礎及

び土台 

基礎が破損又は変形、土台の腐朽又は破損、

接合のずれ、腐食等 

(ロ)柱、梁、

筋交等 

柱、梁の亀裂、損傷、変形、接合のずれ、

腐食等 

（２）屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれ 

 

(イ)屋根ふき材、ひさし又は 

 軒 

屋根の変形、屋根ふき材の剥離、軒の裏板、

たる木等の腐朽や破損等 

(ロ)外壁 壁体を貫通する穴、外壁材の剥離、腐朽等 

(ハ)看板、給湯設備、屋上  

水槽等 

看板等の支持部分の腐食や破損、アンテナ

等の付属物の転倒や破損等 

(ニ)屋外階段又はバルコニー 屋外階段等の腐食や破損、脱落等 

(ホ)門又は塀 門等にひび、破損、傾斜、錆び、腐食等 

２．擁壁が老朽化し危険となるおそれ 

 
擁壁の老朽化 

擁壁表面に水のしみ出し、ひび、水抜き穴

の詰まり等 

 
②[別紙２] そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

項目 調査項目の例 

（１）建築物又は設備等の破損等 
吹付け石綿等の飛散、浄化槽等の放置、破損

等による汚水流出や臭気の発生 

（２）ごみ等の放置、不法投棄等 
ごみ等の放置等による臭気や害虫や害獣の

発生等 

 
③[別紙３] 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

項目 調査項目の例 

（１）既存の景観に関するルールに

著しく不適合 

地域で定められた景観保全に係るルールに

著しく適合しない 

（２）周囲の環境と著しく不調和な

状態 

外壁等が落書き、多数の窓ガラスの割れ、ご

み等が散乱、立木等が建物の全面を覆う等 
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④[別紙４] その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

項目 調査項目の例 

（１）立木 
立木の枝等が隣家や道路に越境し、生活環境

や道路通行を阻害 

（２）空家等に住みついた動物等 
動物等の鳴き声や徘徊、汚物の臭気、害虫の

発生等 

（３）建築物等の不適切な管理 
門扉の開放や窓ガラスの割れ等による不特

定者の侵入、土砂等の敷地外流出等 

 

 

（３）措置実施の手続き等 

「特定空家等」と判断された場合は、当該「特定空家等」の所有者が自らの意思に

より、除却、修繕、立木竹の伐採等の必要な措置が図られるよう「助言又は指導」

を行い、「勧告」「命令」「代執行」までの措置を講じます。 

また、過失がなくその措置を命ぜられるべき者を確知することができない場合は

「略式代執行」を検討するものとします。 

 

①助言又は指導［法第 14条第 1項］ 

「特定空家等」に関して、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全

を図るために必要な措置をとるよう「助言又は指導」を実施し、所有者の自発的な

取り組みを促すものとします。 

なお、改善されないと認められるときは、繰り返し助言又は指導を行うべきか、

必要な措置を勧告すべきか等について検討するものとします。 

 

②勧告［法第 14 条第 2項］ 

助言又は指導をしてもなお、当該特定空家等の状態が改善されない場合は、相当

の猶予期限を設けて、周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを

「勧告」します。 

なお、「勧告」の対象となる特定空家等が住宅である場合は、固定資産税等の住宅

用地特例が適用除外となるため、税務課との情報共有を図るものとします。 

 

③命令［法第 14 条第 3項～第 8項］ 

勧告を受けた者が正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかった場合に

おいて、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を設けて、

その勧告に係る措置をとることを「命令」します。 

 

④行政代執行［法第 14条第 9項］ 

命令を受けた者が、その措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は

履行しても命令の期限までに完了する見込みのないときは、行政代執行法の定める
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ところに従い「代執行」を検討します。 

なお、行政代執行を執行するためには、予算措置や工事等の各種契約行為、動産

の取り扱い、権利関係への法的対応等、各工程における作業が複雑かつ多岐にわた

ります。 

そのため、埼玉県空き家等対策連絡会議と連携し、組織横断的な取り組みを図る

ものとします。 

 

⑤略式代執行、公告［法第 14条第 10 項］ 

過失なく、その措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、その

者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に

行わせることができる「略式代執行」を検討します。 

なお、略式代執行を行う場合は、相当の期限を定めて、「当該措置を行うべき旨」

と「その期限までに当該措置を行わないときは、市長又はその措置を命じた者若し

くは委任した者がその措置を行うべき旨」をあらかじめ公告するものとします。 

また、行政代執行と同様に、埼玉県空き家等対策連絡会議と連携し、組織横断的

な取り組みを図るものとします。 

 

以下、「特定空家等」に対する措置手順のフロー図です。 
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（４）税制上の措置 

①固定資産税等の特例(住宅用地特例の解除) 

平成 27 年度税制改正において、法第 14 条第 2 項に基づく勧告の対象となった場

合は、当該特定空家等の敷地を、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外する

こととされましたが、勧告の措置判断に際しては、個人の財産に対する公権力の行

使を伴うため、透明性と適正性が求められます。 

そのため、行田市空家等対策協議会において審議するとともに、税務課と連携し

て慎重に判断するものとします。 

 

【住宅用地に係る固定資産税等の課税標準の特例措置】 

区 分 住宅用地区分の範囲 
課税標準額 

固定資産税 都市計画税 

小規模住宅用地 200 ㎡以下の住宅用地 １／６ １／３ 

一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地 １／３ ２／３ 

 

②空き家の発生を抑制するための特例措置 

平成 28 年度の税制改正で創設された特例措置(空き家の譲渡所得の 3,000 万円特

別控除)は、相続人が、相続により生じた古い空き家又は当該空き家の除却後の敷地

を相続時から起算して 3 年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までの間に譲渡し

た場合、譲渡所得から 3,000 万円を特別控除するものです（令和元年度税制改正の

結果、特例の適用期限が令和 5年 12 月 31 日までに延長されました）。 

こうした、国が講ずる税制上の措置を所有者等に働きかけ、空家等の発生抑止及

び解消に繋げるものとします。 

 

【空き家の譲渡所得の 3,000 万円特別控除】 

 
出典：国土交通省より 
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③低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置 

令和 2年度税制改正において創設された特例措置（長期譲渡所得の 100 万円控除）

は、個人が保有する譲渡所得が 500 万円以下の低額な低未利用土地等について、令

和 2 年 7 月 1 日から令和 4 年 12 月 31 日までの間に一定の要件を満たす譲渡をした

場合に、長期譲渡所得から 100 万円を控除するものです。 

所有者による低未利用土地等の譲渡を活性化することで、土地の有効活用を通じ

た投資の促進、地域活性化及び更なる所有者不明土地発生の予防に向けて、低未利

用地の適切な利用・管理の促進に繋げるものとします。 

 

【低未利用土地等の長期譲渡所得の 100 万円控除】 
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管理不全な空家等については、空家等対策の推進に関する特別措置法だけでなく、空家

等の規制に係る他法令(建築基準法、道路法、消防法等)や本市が所掌する関係条例(老朽空

き家等の適正管理に関する条例、あき地の環境保全に関する条例等)により、各法令の目的

に沿った措置が講じられる場合が考えられます。 

また、物件の状態によっては、個別の法令を複合的に組み合わせて運用することが効果

的である場合も想定されます。 

そのため、各法令により、目的や講ずることができる措置の対象及び内容等について、

その物的状況や悪影響の程度、危険性の切迫度合い等を総合的に判断して、手段を選択す

るものとします。 

【対応手段の選択肢となる諸規制の例】 

法 令 主な規制概要 

建築基準法 

【第 9 条】 

 

【第 10 条】 

 

違反建築物については、除却・移転・改築、使用禁止・制限等を

命令できる。措置を講じないとき等は代執行できる。 

著しく保安上危険又は著しく衛生上有害な既存不適確建築物につ

いては、用途・規模によらず、除却・移転・改築等の必要な措置

を命令できる。措置を講じないとき等は代執行できる。 

道路法 

【第 30 条】 

【道路構造令第 12条】 

 

【第 44 条】 

 

道路を安全に通行するため、車道の上空 4.5ｍ、歩道の上空 2.5ｍ

の範囲に通行の障害となるもの(樹木や看板等)は置いてはならな

い。 

交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる沿道区域内の工作

物等に対し、危険を防止するため必要な措置を命令できる。措置

を講じないときは代執行できる。 

消防法 

【第 3条】 

火災の予防上危険な場合等について、改修・移転・除去等を命令

できる。措置を講じないとき等は代執行できる。 

廃棄物処理法 

【第 19 条の 4】 

【第 19 条の 7】 

ごみや産業廃棄物の不法投棄により生活環境の保全上支障がある

場合、支障の除去・防止に必要な措置を命令できる。措置を講じ

ないとき等は代執行できる。 

災害対策基本法 

【第 64 条】 

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、

応急処置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、他人

の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その

他の物件を使用し、若しくは収用することができる。 

 

 

 

４ 空家等に対する他法令による諸規制等 
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地域活力の維持、向上を図るためには、空家等を店舗や起業の拠点として利用したり、

移住者の受け皿として活用する等、「地域資源」と捉えた取り組みも必要です。 

また、空家等の円滑な市場流動化を促進するためには、空家等になる以前から耐震化や

バリアフリー化、省エネルギー化等により建物の質的向上と信頼性の確保を図り、建物の

資産価値を高めておくことが重要と考えられることから、木造住宅の耐震化補助制度等の

各種支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 支援措置 
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○空家等対策の推進に関する特別措置法 

（平成二十六年十一月二十七日） 

（法律第百二十七号） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住  

民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産

を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するた

め、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第

十条第二項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施

策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ

計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居

住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土

地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理する

ものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険

となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が

行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全

を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

（空家等の所有者等の責務） 

第三条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪 

影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 

（市町村の責務） 

第四条 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家

等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるも

のとする。 

（基本指針） 

第五条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施す

るための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、 

あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞な

く、これを公表しなければならない。 
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（空家等対策計画） 

第六条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、

基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」とう。）

を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等

に関する対策に関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促

進に関する事項 

六 特定空家等に対する措置（第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第

二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項

の規定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、

情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

（協議会） 

第七条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための

協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の 

議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長

が必要と認める者をもって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

（都道府県による援助） 

第八条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関し

この法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技

術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならな

い。 

（立入調査等） 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等

を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うこ

とができる。 

２ 市町村長は、第十四条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、当

該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせること
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ができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場

所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨

を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であると

きは、この限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示

す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情

報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行の

ために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のた

めに内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもの

のうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用

する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関す

るものについて、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のた

めに必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、

関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な

報の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又

は賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよ

う適切に管理されているものに限る。）を除く。以下第十三条までにおいて同じ。）に関

するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置

を講ずるよう努めるものとする。 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に

対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第十三条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う

者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提

供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

（特定空家等に対する措置） 

第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修

繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置

すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるお

それのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）
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をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家

等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の

猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るため

に必要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る

措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相

当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を

命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先

及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理

人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に

対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の

措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わ

なければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によ

って命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前

項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な

証拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜ

られた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項

の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三

号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれを

させることができる。 

１０ 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその

措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき（過失がなくて第一項の助言若

しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に

定める手続により命令を行うことができないときを含む。）は、市町村長は、その者の負

担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせるこ

とができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びそ

の期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した

者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。 

１１ 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国

土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

１２ 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。 

この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げ

てはならない。 
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１３ 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三

章（第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

１４ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を

図るために必要な指針を定めることができる。 

１５ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交

通省令・総務省令で定める。 

（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第十五条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策

の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する

補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基

づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その

他の措置を講ずるものとする。 

（過料） 

第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の

過料に処する。 

２ 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下

の過料に処する。 

附則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、

公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（平成二七年政令第五〇号で、本文に係る部分は、平成二七年二月二六日

から、ただし書に係る部分は、平成二七年五月二六日から施行） 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘

案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基

づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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○行田市老朽空き家等の適正管理に関する条例 

平成 26年 6月 27 日条例第 18号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、空き家等が所有者等により常に適正に管理され、危険な状態のまま

放置されることを防止することにより、良好な生活環境の保全及び安心安全なまちづく

りの推進に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 空き家等 市内に所在する建築物その他の工作物で現に利用されていないもの又は

それと同様の状態にあるものをいう。 

(２) 危険な状態 空き家等が老朽化等により倒壊するおそれがある状態又は強風等によ

り建築部材等が飛散するおそれのある状態をいう。 

(３) 所有者等 空き家等の所有者、管理者、相続人又は破産管財人をいう。 

（所有者等の責務） 

第３条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が危険な状態にならないよう常に適正に管

理しなければならない。 

（助言） 

第４条 市長は、空き家等が危険な状態にならないよう、所有者等に対し、当該空き家等

の適正な管理のために必要な助言をすることができる。 

（実態調査） 

第５条 市長は、第３条に規定する管理が行われていないと認めるときは、当該空き家等

の実態調査を行うことができる。 

（指導） 

第６条 市長は、前条の規定による調査により空き家等が危険な状態にあると認めるとき

は、所有者等に対し、当該空き家等について適正な管理がなされるよう必要な指導をす

ることができる。 

（勧告） 

第７条 市長は、前条の規定による指導をした場合において、当該空き家等がなお危険な

状態にあると認めるときは、所有者等に対し、期限を定めて当該空き家等の適正な管理

のために必要な措置を講ずるよう勧告をすることができる。 

（命令） 

第８条 市長は、前条の規定による勧告を受けた所有者等が当該勧告に従わないときは、

当該所有者等に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置を講ずるよう命ずることがで

きる。 

（公表） 

第９条 市長は、前条の規定による命令を受けた空き家等の所有者等が正当な理由なく命

令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。 

(１) 命令に従わない所有者等の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地
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並びに名称及び代表者の氏名） 

(２) 命令の対象である空き家等の所在地 

(３) 命令の内容 

(４) その他市長が必要と認める事項 

２ 市長は、前項の規定により公表するときは、事前に当該公表に係る所有者等に意見を

述べる機会を与えなければならない。 

（応急措置） 

第 10条 市長は、空き家等が危険な状態のまま放置されることにより公共空間において第

三者に損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを回避するために必要な最小限

度の措置を講ずることができる。 

２ 市長は、前項の措置を実施した場合には、空き家等の所有者等に当該措置に係る費用

を請求することができる。 

（その他） 

第 11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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【物件情報】

特定空家等の判断

地図

写真 写真

№

所有者氏名

物件所在地

特定空家等判定様式集 
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総合判定

□ １．建築物が著しく保安上危険となるおそれがある。

□ （１）建築物が倒壊等するおそれがある。

　　　イ　建築物の著しい傾斜 【1】
　　　ロ　建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等

　　　（イ）基礎及び土台 【2】
　　　（ロ）柱、はり、筋かい、柱とはりの接合等 【3】

□ （２）屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある。

　　　（イ）屋根ふき材、ひさし又は軒 【4】
　　　（ロ）外壁 【5】
　　　（ハ）看板、給湯設備、屋上水槽等 【6】
　　　（二）屋外階段又はバルコニー 【7】
　　　（ホ）門又は塀 【8】

□ ２．擁壁が老朽化し危険となるおそれがある。 【9】

総合判定

□ 【10】

□
【11】

総合判定

□
【12】

□ 【13】

総合判定

□
【14】

□
【15】

□
【16】

（３）建築物等の不適切な管理等が原因で、周辺の生活環境の
　　　保全を図るために放置することが不適切な状態である。

□

〔別紙４〕「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切
　　　　　である状態」であるか否かの判断に際して参考となる基準

□

（１）立木等が原因で、周辺の生活環境の保全を図るために
　　　放置することが不適切な状態である。

（２）空家等に住みついた動物等が原因で、周辺の生活環境の
　　　保全を図るために放置することが不適切な状態である。

□

特定空家等判断結果　

□　特定空家等に該当　　　　□　その他（空家等に該当）

（１）建築物又は設備等の破損等が原因で、そのまま放置
　　　すれば著しく衛生上有害となるおそれがある。

（２）ごみ等の放置、不法投棄が原因で、そのまま放置すれば
　　　著しく衛生上有害となるおそれがある。

（１）適切な管理が行われていない結果、既存の景観に関する
　　　ルールに著しく適合しない状態となっている。

（２）その他、周囲の景観と著しく不調和な状態である。

〔別紙１〕「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある
　　　　　状態」であるか否かの判断に際して参考となる基準□

特定空家等判定基準　チェックリスト

□

□

□

〔別紙２〕「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」
　　　　　であるか否かの判断に際して参考となる基準

□

〔別紙３〕「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている
　　　　　状態」であるか否かの判断に際して参考となる基準
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【１】

１．建築物が著しく保安上危険となるおそれがある。
（１）建築物が倒壊等するおそれがある。
　イ　建築物の著しい傾斜

通行人や近隣

住民へ被害が
及ぶ可能性

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

建築物の崩壊、落階、上階とのずれが目視で確認でき
る。

〔別紙１〕「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」
　　　　　であるか否かの判断に際して参考となる基準

調査項目
①

判定

②周辺への影響と
危険の切迫性

総合判定に移る
（①が○、②が×）

基礎が不同沈下または建築物の傾斜が目視で確認でき
る。

木造建築物について、1/20超の傾斜が確認できる。２階
以上の階が傾斜している場合も同様である。

鉄骨造建築物について、1/30超の傾斜（傾斜を生じた階
の上の階数が１階以下の場合）が確認できる。

鉄骨造建築物について、1/50超の傾斜（傾斜を生じた階
の上の階数が２階以上の場合）が確認できる。

特定空家等と判定（①②に○）

写真写真
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【２】

１．建築物が著しく保安上危険となるおそれがある。
（１）建築物が倒壊等するおそれがある。
　ロ　建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等
　（イ）基礎及び土台

通行人や近隣
住民へ被害が
及ぶ可能性

1

2

3

4

5

6

基礎の大きな亀裂や多数のひび割れ、破損または変形が
目視で確認できる。

〔別紙１〕「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」
　　　　　であるか否かの判断に際して参考となる基準

調査項目
①

判定

②周辺への影響と
危険の切迫性

総合判定に移る
（①が○、②が×）

土台の腐朽、破損、変形または蟻害が目視で確認でき
る。

基礎と土台のずれが目視で確認できる。

直接地面に接する土台または掘立柱等の腐朽、破損また
は蟻害が目視で確認できる。

基礎と土台の緊結金物の腐食、脱落が目視で確認でき
る。

特定空家等と判定（①②に○）
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【３】

１．建築物が著しく保安上危険となるおそれがある。
（１）建築物が倒壊等するおそれがある。
　ロ　建築物の構造耐力上主要な部分の損傷等
　（ロ）柱、はり、筋かい、柱とはりの接合等

通行人や近隣
住民へ被害が
及ぶ可能性

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

〔別紙１〕「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」
　　　　　であるか否かの判断に際して参考となる基準

調査項目
①

判定

②周辺への影響と
危険の切迫性

柱、はり、筋かいに大きな亀裂や多数のひび割れ、腐
朽、破損、変形または蟻害が目視で確認できる。

柱とはりのずれまたは脱落が目視で確認できる。

柱とはりの接合部の腐食、脱落が目視で確認できる。

特定空家等と判定（①②に○）

総合判定に移る
（①が○、②が×）
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【４】

１．建築物が著しく保安上危険となるおそれがある。
（２）屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある。
　（イ）屋根ふき材、ひさし又は軒

通行人や近隣
住民へ被害が

及ぶ可能性

1

2

3

4

5

6

7

屋根の落ち込みや浮き上がりなどの変形、破損などが目
視で確認できる。

〔別紙１〕「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」
　　　　　であるか否かの判断に際して参考となる基準

調査項目
①

判定

②周辺への影響と
危険の切迫性

特定空家等と判定（①②に○）

総合判定に移る
（①が○、②が×）

屋根ふき材（瓦やトタンなど）が剥落又は飛散のおそれ
がある。

軒の裏板、たる木等の腐朽や破損が目視で確認できる。

雨樋が垂れ下がっている又は雨樋の著しい変形や留め具
の痛みにより脱落や飛散のおそれがある。

ひさしの腐朽、破損や剥落が目視で確認できる。

軒が垂れ下がっている。

その他著しく保安上危険となるおそれがある。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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【５】

１．建築物が著しく保安上危険となるおそれがある。
（２）屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある。
　（ロ）外壁

外壁の破損等
により第三者
の侵入や火災
などの危険性

がある。

外壁に落下に
より通行人や
近隣住民等へ
被害が及ぶ可

能性がある。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

その他著しく保安上危険となるおそれがある。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

〔別紙１〕「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」
　　　　　であるか否かの判断に際して参考となる基準

調査項目
①

判定

②周辺への影響と
危険の切迫性

壁体を貫通する穴が生じている。

外壁の仕上げ材料が剥落、腐朽、破損している。又は腐
朽、破損等により剥落・飛散などのおそれがある。

外壁の剥落、腐朽、破損により下地が露出している。

外壁のモルタルやタイル等の外装材に浮き上がりが目視
で確認できる。

外壁に大きなひび等があり、外壁の脱落等の危険性が目
視で確認できる。

窓や戸袋などが傷みや破損等により落下のおそれがあ
る。

特定空家等と判定（①②に○）

総合判定に移る
（①が○、②が×）
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【６】

１．建築物が著しく保安上危険となるおそれがある。
（２）屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある。
　（ハ）看板、給湯設備、屋上水槽等

通行人や近隣

住民へ被害が
及ぶ可能性

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

〔別紙１〕「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」
　　　　　であるか否かの判断に際して参考となる基準

調査項目
①

判定

②周辺への影響と
危険の切迫性

看板の仕上げ材料が剥落している。

看板、給湯設備、屋上水槽等が破損や転倒、脱落してい
る。

看板、給湯設備、屋上水槽等の支持部分が腐食や破損し
ていることが目視で確認できる。

その他アンテナ、煙突、空調設備、配管など屋根や外壁
等にある建物の付属物が転倒、破損などにより落下や飛
散のおそれがある。

その他著しく保安上危険となるおそれがある。
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

特定空家等と判定（①②に○）

総合判定に移る
（①が○、②が×）
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【７】

１．建築物が著しく保安上危険となるおそれがある。
（２）屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある。
　（二）屋外階段又はバルコニー

通行人や近隣

住民へ被害が

及ぶ可能性

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

〔別紙１〕「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」
　　　　　であるか否かの判断に際して参考となる基準

調査項目
①

判定

②周辺への影響と
危険の切迫性

屋外階段、バルコニーが腐食、破損又は脱落している。

屋外階段、バルコニーの傾斜が目視で確認できる。

屋外階段、バルコニーに歩行上支障があるひび割れ、
錆、腐食等がある。

屋外階段、バルコニーの手すりや格子にぐらつき、傾き
がある。

屋外階段、バルコニーのブラケットのはずれ、取付けビ
スのゆるみやはずれがある。

特定空家等と判定（①②に○）

総合判定に移る
（①が○、②が×）
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【８】

１．建築物が著しく保安上危険となるおそれがある。
（２）屋根、外壁等が脱落、飛散等するおそれがある。
　（ホ）門又は塀

通行人や近隣

住民へ被害が
及ぶ可能性

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

塀の金属フェンス等に変形、破損、さび、腐食、ゆるみ
等がある。

〔別紙１〕「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」
　　　　　であるか否かの判断に際して参考となる基準

調査項目
①

判定

②周辺への影響と
危険の切迫性

門又は塀にひび割れ、破損が生じている。

門又は塀の傾斜が目視で確認できる。

門扉、門柱及び支柱に錆、変形、ぐらつき等がある。

塀にぐらつき等がある。

コンクリート、ブロック等の塀に著しい亀裂等の劣化、
損傷等がある。

塀と控え柱・壁の接続部に著しい亀裂等がある。又は離
れている。

特定空家等と判定（①②に○）

総合判定に移る
（①が○、②が×）

基礎部が陥没する等、塀基礎部と周辺地盤との間に相対
的な著しい沈下又は隆起がある。

塀の基礎部に著しい亀裂等がある。
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【９】

２．擁壁が老朽化し危険となるおそれがある。

通行人や近隣
住民へ被害が
及ぶ可能性

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

擁壁表面に水がしみ出し、流出している。

〔別紙１〕「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」
　　　　　であるか否かの判断に際して参考となる基準

調査項目
①

判定

②周辺への影響と
危険の切迫性

水抜き穴の詰まりが生じている。

ひび割れが発生している。

「宅地擁壁老朽化判定マニュアル（案）」（国土交通省
都市局都市安全課）に基づき擁壁の種類に応じて、それ
ぞれの基礎点（環境条件・障害状況）と変状点の組み合
わせ（合計点）により、擁壁の劣化の背景となる環境条
件を十分に把握した上で、老朽化に対する危険度を総合
的に評価する。※危険度評価区分が大とされる擁壁の
他、危険度評価区分が小さいものについても項目毎
に著しく保安上危険となるおそれのある状態でない
か確認する。

特定空家等と判定（①②に○）

総合判定に移る
（①が○、②が×）
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【10】

吹付け石綿等
が飛散し暴露

する可能性が
高い

地域住民の日

常生活に支障

を及ぼしてい

る、または支

障を及ぼすこ

とが予見され

る

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

〔別紙２〕「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」
　　　　　であるか否かの判断に際して参考となる基準

（１）建築物又は設備等の破損等が原因で、そのまま放置すれば著しく衛生上有害と
なるおそれがある。

調査項目
①

判定

②周辺への影響と
危険の切迫性

耐火建築物の梁や階段・駐車場などに吹付け石綿等が使
用されており飛散し暴露するおそれがある。

住宅の屋根材・壁材・間仕切り材・床材・天井材などに
アスベスト含有成型板が使用されており、老朽化などに
より破損しているため飛散するおそれがある。

浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生
がある。

放置された物品などが雨水・排水等により流出し、臭気
の発生がある。

特定空家等と判定（①②に○）

総合判定に移る
（①が○、②が×）
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【11】

地域住民の日

常生活に支障

を及ぼしてい

る、または支

障を及ぼすこ

とが予見され

る

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

〔別紙２〕「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」
　　　　　であるか否かの判断に際して参考となる基準

（２）ごみ等の放置、不法投棄が原因で、そのまま放置すれば著しく衛生上有害とな
るおそれがある。

調査項目
①

判定

②周辺への影響と
危険の切迫性

ごみ等の放置、不法投棄による臭気の発生がある。

ごみ等の放置、不法投棄により、多数のねずみ、はえ、
蚊等が発生している。

特定空家等と判定（①②に○）

総合判定に移る
（①が○、②が×）
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【12】

1

2

3

4

5

〔別紙３〕「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」
　　　　　であるか否かの判断に際して参考となる基準

（１）適切な管理が行われていない結果、既存の景観に関するルールに著しく適合し
ない状態となっている。

調査項目
①

判定

②周辺への影響と
危険の切迫性

景観法に基づき景観計画を策定している場合において、
当該景観計画に定める建築物又は工作物の形態意匠等の
制限に著しく適合しない状態となっている。

景観法に基づき都市計画に景観地区を定めている場合に
おいて、当該都市計画に定める建築物の形態意匠等の制
限に著しく適合しない、又は条例で定める工作物の形態
意匠等の制限等に著しく適合しない状態となっている。

地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合し
ない状態となっている。

※景観計画や地域のルールとして、埼玉県景観条例、埼玉県景観計画、景観行政団体
における景観条例や景観計画、景観協定等が挙げられます。どのようなルールの適用
があるか、景観部局等に確認の上、判定することが望ましいと考えます。

【調査項目の例示】
　埼玉県景観計画区域内において適合しないものの例示
　・建築物の外壁が褐色している。または、仕上げ材料が剥落している。
　・囲いの破損により屋上施設が見える。
　・敷地の遮蔽物が破損し資材等の堆積物が散乱していることが容易に見える状態。

特定空家等と判定（①に○）

総合判定に移る
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【13】

（２）その他、周囲の景観と著しく不調和な状態である。

地域住民の日

常生活に支障

を及ぼしてい

る、または支

障を及ぼすこ

とが予見され

る

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

屋根や外壁等が汚物や落書き等で外見上大きく傷んだり
汚れたまま放置されている。

〔別紙３〕「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」
　　　　　であるか否かの判断に際して参考となる基準

調査項目
①

判定

②周辺への影響と
危険の切迫性

総合判定に移る
（①が○、②が×）

多数のガラスが割れたまま放置されている。

看板等が原型をとどめず、本来の用をなさない程度まで
破損、汚損したまま放置されている。

立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂している。

敷地内にごみ等が散乱、山積したまま放置されている。

特定空家等と判定（①②に○）
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【14】

地域住民の日

常生活に支障

を及ぼしてい

る、または支

障を及ぼすこ

とが予見され

る

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

〔別紙４〕「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である
　　　　　状態」であるか否かの判断に際して参考となる基準

（１）立木が原因で、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状
態である。

調査項目
①

判定

②周辺への影響と
危険の切迫性

立木の枝等が近隣の家屋の敷地に越境している。

立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、歩行者や車両の
通行を妨げている。

立木が枯損等により隣地や道路に倒伏するおそれがあ
る。

立木の折れた枝等が道や近隣等に飛散し、生活環境が悪
化している。

特定空家等と判定（①②に○）

総合判定に移る
（①が○、②が×）
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【15】

地域住民の日

常生活に支障

を及ぼしてい

る、または支

障を及ぼすこ

とが予見され

る

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

シロアリが大量に発生し、近隣に飛来している。

〔別紙４〕「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である
　　　　　状態」であるか否かの判断に際して参考となる基準

（２）空家等に住みついた動物等が原因で、周辺の生活環境の保全を図るために放置
することが不適切な状態である。

調査項目
①

判定

②周辺への影響と
危険の切迫性

動物等の鳴き声等の騒音が頻繁にある。

動物等のふん尿や汚物等による臭害がある。

敷地外への動物等の毛や羽毛などの飛散がある。

大量の害虫等が発生している。

住み着いた動物等が隣家（隣地）周辺に侵入している。

特定空家等と判定（①②に○）

総合判定に移る
（①が○、②が×）
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【16】

通行人や近隣

住民へ被害が

及ぶ可能性

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

〔別紙４〕「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である
　　　　　状態」であるか否かの判断に際して参考となる基準

（３）建築物等の不適切な管理等が原因で、周辺の生活環境の保全を図るために放置
することが不適切な状態である。

調査項目
①

判定

②周辺への影響と
危険の切迫性

門扉の開放や窓ガラスの破損が見られるなど、不特定者
が容易に侵入できる状態で放置されている。

雪止めの不適切な管理により、屋根からの落雪による通
行支障のおそれがある。

周辺の道路や家屋の敷地等に土砂等が大量に流出してい
る。

特定空家等と判定（①②に○）

総合判定に移る
（①が○、②が×）
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判定
○の場合、特定空家等
×の場合、空家等

判定
○の場合、特定空家等
×の場合、空家等

判定
○の場合、特定空家等
×の場合、空家等

判定
○の場合、特定空家等
×の場合、空家等

総合判定結果について

〔別紙４〕「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切であ
る

総合判定

〔別紙１〕「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状
態」

総合判定

保安上危険となるおそれのある状態であるか判断

〔別紙２〕「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」
　　　　　であるか否かの判断に際して参考となる基準

総合判定

衛生上有害となるおそれのある状態であるか判断

〔別紙３〕「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状
態」

総合判定

景観を損なっている状態であるか判断

総合判定

放置することが不適切である状態であるか判断

総合判定の結果 総合判定の結果に至った事由

特定空家等

空家等
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